
様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・小沼秀朗）

延滞利息(年ｷﾘ1U％

ただし､ご家庭や商店

10日目証にお支払し

払込用紙の有効期瞑

由要R雷ナ1＝弓イ弓

I
▼22，4． 1千

経費項目 證罰暁費･研舞§･邸拡幸蹟蕊鱸鰐瀧麟会議費鮮臓費資料購八擬事務費･緬人'積

内 容 事務所電気料4月分

年月 日 2022年4月iチ日 金額 4481円

目的 政務活動を行うための事務所電気料

使途 事務所電気料2022年4月分

政務活動．

県政との

関連性

エ
昼 00100

寺荊4年4月分

金額
戸宇丁函工｡＝

■ 5 ■両垂 ：
乙便用期間 か月 仏トロ～‘ ､Lf同コロ、亘惇ULf '|
王I 万万国国 田画国画。属可 賓覗辱租当顧(観8） ’

8 9 6 3 1 1814円

ご依頭人氏名

小沼秀朗事務所様

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■
とくとくブﾗﾝ

日 附 印
一
、

按分の理由

後援会活動を含

1烟に按分する

むため

倒又書金額(a)

8,963円

彰號 画㈹）

1／2

50%

堅涜1口 り 支出額(a×b)

4,481円



様式第1－1号

支出証拠書

議員氏堰会1陸 毒ロノ』、f仁

経費項目 ,鑪弼讃.研彦費.広聴広鰯費.蕊調需韻債.会議.熱作艤･舞繍入費･蒻鍛･事翻讃魑

内 容 人件費（事務員雇用4月）

年月 日 令和4年4月30日 金額 15,250円

目的 政務活動を補助する事務員を雇用

使途 令和4年4月分給与■■■R4年4月1日～R4年4月30日

政務活動・

県政との

関連性

く領収毒I占付枠＞

按分の理由

後援会活動を含むため

1/2に案分する

領収書金額(a)

30,500円

案分率(り

1/2

50％‐

政務活動費支出額佐b)

15,250円



給与支払明細書 2022年4月分

支給日 2022年4月30日

氏名 l■■■殿

出勤日 7日間 雇用時間 30.5時間 うち政務活動

業務時間

15.25時間

支給額

時間給 1,000円

割増時間給 円

通勤費 円

他

合計 30,500円

控除額

健康保険

厚生年金

所得税 934円

合計 934円

差引総支給額 29,566円

うち政務活動支給額 15,250円



様式第1－1号

支出証拠 書

(会派名・議員氏名 自民改革会議・小沼秀朗）

－

躍号

経費項目 読闇職賢研修費“鱸雷鯛鍔諭貴会議費鮮H鬮讃攪糊辮學務費調緬費唖

内 容 人件費（事務員雇用4月）

年月 日 R4年今月”日 金額 35,000円

目的 政務活動を補助する事務員を雇用

使途 令和4年4月分給与■■■■R4年4月1日～R4年4月30日

政務活動。

県政との

関連性

■己 ロン、しも＝〃､HBつ 1 U =

按分の理由

雇用時間は全て政務活

動にかかるものである

為

前貝乢又雷f壷 頁(a)

35,000円

案分率(b)

100％

政務活動費支出額(a×b)

35,000円



給与支払明細書 2022年4月分

支給日 2022年4月30日

氏名 殿

出勤日 7日間 雇用時間 35時間 うち政務活動

業務時間

35時間

支給額

時間給 1,000円

割増時間給 円

通勤費 円

他

合計 35,000円

控除額

健康保険

厚生年金

所得税 1,072円

合計 1,072円

差引総支給額 33,928円

うち政務活動支給額 35,000円



様式第1－2号

整理番号 ’ 3－15－4－4

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名 自民改革会議・小沼秀朗）

卜

ｳ

2022年4月エ日

書領収

-繩団泌倫理小沼秀朗殿
〒10各8561束京都千代田区紀

ホームページhttp://www.『,､

￥10,000

2022年4月分法人会費(2022年4月現在1口加入）

（注）消費税の対象外のため仕入税額控除はできません。

上記の通り領収いたしました。 令和4年ソ-月ユr日
ノ

|※添付書類:団体の会則･事業概要･廷型,槻程’ ）

経費項目 調査研究費.鯵
内 容 倫理法人会会費伶和4年4月分）

年月 日 2022年4月25日 金額 10,000円

会の趣旨．

目 的

人々との意見交換ネットワークを拡げ､健全な社会と生活環境を実現し、

地域社会の発展に貢献することを目的とする。

会の活動

内容等
講習会、研修会など

政務活動．

県政との

関連性

講習会、 イリH窪などを通じて、会員との怠見‘ど換により、県j奴等に閏すO'1官報IIXs果乞~ワQ･

倫理法人会活動を通じて､地域社会の発展､環境の保全､産業の振興などに関する意見､知

見、アイデアを、政策や質問の参考にする。

’’Ⅱ
－訂m
E

lml
田;異

一〆

一一I！燕2門

印紙税法

酒条第17

より印紙

不要

扱者印

■
’

汝万の埋田

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

10,000円

罰、〆ざ U L－〃

1／1

100%

政務活動費支I出額(a×b)

10,000円



倫理法人会規程 会貝囚の金彼の貨借および商取引など

件や刑駆邸件などについては､当所及び

Wll条

【栓ロリ）

堀 1 条 イ拠刷は､一股祉1J1法人曲哩町兜所（以ド「Ji所』と弥す）の定枇にもとづき、

省理法人公【以下｢椎会｣と祢寸)の釧織･班衡なと,にⅢすゐ.il噸を定める.,

鋪2 条 4叫祁の改廃は､当所術価到りlI会の耐たによる

掴恩）
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節3条 本会は､糊jによってikちに正し誉が征叩｣できるb齢倫理を悲底に､経衝對の

自己載断をばか1)､ 、心の経衝をめざす人々のﾈブﾄﾜｰｸを他げ、共蝿も生の諦
神に則った健鼈な繁栄を爽現L，地岨祉会の発展と美しいL吐界づくりに制献十る

ことをE的とする血

"13条
【活動）

鋪4条 木会は､ li峰のtl的を途成するため､以ドの椚動を行なう｡

1 .伶理経営の普及｡

2.台理経衝にもとづいた各種ｾﾐﾅｰ､講演会などの囲陛｡

3.方士教育ｾﾝﾀｰでの各拠ｾﾐﾅｰの受群推逃q

4.その他目的を連成するために,嘩な活動｡
館 14条

(会貝）

第5条

I
辺府県倫理法人会と協識の上､適否を決定L,法人町担当常任理半の許可の
で、以下の処匝を行なう。

1.正倫理法人会の埆合

叩倫理法人会への降拾､表たに統合.あるいは廃止とする。
2．準倫理法人会の場合

統合､あるい'士廃止とする。

3.解離柾暦

「倫理法人会篭章」の柘神に背き、法人目の方針に反Lた迎営あるいは
肋を行ない､省理迩助に不利益を与えた鳩合I土､解散の処置をとる｡

都
と

本会の{椰成間は汝に定めるものとする.

(1) 当所正会貝で本会に丑蝿した者

【2) 当所一般会員で本会に登録した者

2．本会の目的･活動に猫同し､申込書と会硬を淫えて捉出L,理事会の承鯉

を得たものとする｡

会凹は次のとおI)とする｡月賦1口 1万円(何口でも可).
既納の会寅は､いかなる理由があっても､これを返還しない．

鋪6条の会費は､住人会同fに充当する｡

会貝は汝の場合､迅会とする｡

1.会員からの申し出によるとき｡

2．会員である法人が解舷したとき｡

3，除名されたとき｡

4.鋪6条に定める会弧の納入を3ヵ月以上耐行せず､一定期Bを定めて納入

条
．
条
条
条

６
７
８
９

第
第
弟
飾

(役職） ！

" 15条 都近府陥倫別法人会には､以下の役駁者を慨く。
】･会 丑 1名

2. MI 会長5百社未間の岨合は1名､ ｣千祉未油の喝合は2名』
'千社以.上は3名以内を必彊に応じて他くことができる

3，幹耶長 1名

4. mﾘ牌』'丑原則】名とし, '千社以上は3名以内､ 3千朴以,.は5
内を必饗に心じてn〈ことができる。

5.馴務圧 1名

かわらず、その期日までに満納会喪を納入

から会貝である資格を失い､本会を退会し

識 るときは､社艮筐会の雛決によって､浬事

きう

－－6－－－

』

､r可 一・、巴
‘ - ．職､当

司

令 と .》も砂‘
申 士 寺､, 占 t≠

特定の商品の

及び会貝のネ

珂副β

鱗引 …豐…．
6. mﾘ耶聯長原川】梢とし, 3千社以.上は2名脳内を必喪に応じて|nくこ

とができる。

7.監 正 1~2名

8.地区腿各地区】名

9.凹地区蛙各地区1名に限り、くことがで畠ろ.,

’千社を越える祁道府県､ もしくは広域地域では剖l緬甜史化

のため｣他I坐を紐識できる噂地区は511t位倫理法人会をもって

組樋するが､ j山城馴愉を考噛して3｣仙位倫理法人会でも町と

する．

10．各後艮長1名

11.各副妾貝長 1名に限り凪ぐことができる｡

12州醗役罐に応じて元会長よl)観改名凪ぐことができる"

】3．師 問必要に応じて3名以内低くことができる｡

単位佑理法人会には､以.ドの役嗅青を侭〈｡
1.会 腱 1名

2.副会長2名以内

3．専任幹事 1名

4,副専任幹恥 】名に限り囚くことができる.

5．耶筋長 1名

6.剛馴務長 l希に限I)Ⅱくことができる｡

7．監 壷I～2名

8．粋 邪10名以上を凧nlとする。

9.相駿役必要に応じて元会長より3名以内、〈ことができる｡

10.m 問3名以内Ⅱくことができる。所屈の正複を妨げない。

本会の全役回者の任期は1年とし、訂任は妨げない⑤ただし、会長が留任する

賜合は原則として3年を醐哩とする｡

本会の全役吸者は､原則として一人一役とL,他の役収との兼務はできない.

本会の全役哩者は､球庭倫理の会の全役駆との兼務はできない｡

本会の全役職者は､以.ドの頭目に賎罰した場合.役職を取l)消す｡

1．当所の名警を傷つけた珊合｡

2．本会の運営・活動を妨げた埆合｡

(補則） . . ． . " 3- .7
節泌条 本会の諸活動などでの､

じる。また、本会の役且名及び会貝のヰツトワークを血し誕吻初命取元な1
行葛､宗教･政治活動の勧誘及び普及活動の妨げとなる活動も同椴とする｡
役融者及び会員が､公収選挙に立候補する場合は下記の点に留意する｡節27条

1.役及者で選挙に立候補する者は､公融選挙の公示日より投票日まで辞令を
・ 発行者預かりとする｡･

2，本会の投収者及び会員は､当所の紐織を通して特定の候補者の選挙応援を

してはならな隅ただし個人的に磨援することは差し支えない｡

3.立蝿i者は膣営者ﾓｰﾆﾝグｾﾐﾅｰ」や各鞭ｾﾐﾅｰ･諏坑会など当

所の話会合において､遮挙運動をしてはならない｡

鋪 16条 (附則）

[改定実施日］

第28条 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に閲する法律及び公然朴田法人及

び公益財団法人の囲定等に関する法律の飽行に伴う関係法律の註備等に皿する法

律郷21条第1項において読み醤えて翠用するI司法姑106条第1羽に定める一般法
人の設立の畳記の日から鮎行する。

i9革 、

刺 定

改 正

平成弱年9月2日

平成駆年11月配日

令和3年3月”日

一部改訂

一部改訂鋪17条

８
９
０

１
１
２

節
姉
弟

条
条
条

ター，r-@J-"
<運性）

"21条 本会は､担淵研究風の指郡のもとに迎衡を椎池する｡

≦
＄



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・小沼秀朗）

経費項目 謹鰐讃･硫鑑･“･霊調謂霞購･会議，緋w鬮讃． 舞臓入費･事護漬･事翻漬･人料費

内 容 ﾎｰﾑページ更新管理費､サポート（4月分）

年月 日 M年4月30日 金額 40,000円

目的
ホームページを通じて県議会議員としての情報発信をし、県政の報告､課題等を

県民の皆様に広く発信する。

使途
ホームページ保守、管理、更新（4月分う

関連性

県政･県議会の内容に関して､県民の皆様にわかりやすく報告し､県内の動向や､県政の

課題を発信、提起し、幅広く県民の皆様からの意見を聞き取る。

＜領収議占付枠＞

1
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・消費税額等( ‐％）

コクヨウケー98

二

/、
t_.

日上記正に領収いたしました

｝

鳶｜
ノ
{wRM

f蜘坪《γし．命

総惑i

1二｜
無

－ も

ゴヌカUノ淫ロコ

全て政務活動にかかる

ものである

飼恨書金額(a)

40,000円

按分率(b)

1／1

100％

淫4力1口迦瓦冬山咽、ログ、Uノ

40,000円



可

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・小沼秀朗）

整理 号

経費項目 謹職費研修費広聴騨蕊鯛識鱸･会議錨臓畷忽調鐙事翻震･人件費
内 容

必ﾊ腰の購読料（時事行財政情報）

年月 日 令和4年4月5日 金額 66,660円

目的 時事右財政情報を購読の為

使途 時事通信社への情轆菖信代

政務活動・

県政との

関連性

県議会、県政に関する情報を広く知る重要な活動である。

く領収議占付枠＞
I一雨

ご利用ありがとうございます。

内容をご確認いただきお持ち帰

日
ｌ
９
ｆ
４
１

‐
１
１
１
日
■
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
■
０
，
．
４
Ｉ
ｌ
４
１
ｌ
ｌ
Ｉ
ｊ
ｄ
Ｉ
ｊ
４
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
日
６
１
“
１
１

りください。

F語弄孟両刃041 04 1 0モ
0

8

06.520,38 (裏面もご覧ください）

’
’銀行番号 店番号 科目 口座番号

琳
一
諏
一
皿
一
岬
一

*| ****| ** l**********】

お取 引金

￥66，

額

00〔

i両W電WIWF~m
曵 高

垂躍高麗1両雨睡

お取

電信
r7'r

おつり

9，500

阜守恥坐

二人 小

）チサイワイチョウ

普通1598455

D）シ､‘シ乱ツ”ンシヤ様

]ヌマ ヒテ、アキ様

｢FI-

飼便書金額(a)飼便書金額(a）

66,660円

影〉率(b)
ー－

1／1

100%

政務活動暑政務活動暑尋支出額(a×b)尋支出額(a×b）

66,660円



オーパー￥－6

〒436-0077
静岡県掛川市駅前1 1－2

静岡県議会議員
小沼秀朗様

お客様番号■■■■■■■■■

領収証

静岡県議会議員
小沼秀朗様

66．OOO円
6,000円を含む）

領収金額
（消費税等

期間令和4年4月 1 日～令和4年9月 30B

へ

6060UG

5OOO)

1 1

上記の通り領収いたしました。
この件についてのお問合せは、 静岡総局

■■■雛
発行責任者経理局長
事務担当者集計部長

(TELO54-252-1823)までお願い致します。

03-3524-6081

03-3524-6100

鍵⑳

領収日

領収番号 2516629



書支出証拠

議員B

整理肴 号．

経費項目 鋤･研修費醗広轤･蕊調識鱸･簔議讃･灘M鰄潰･欝鱸入費･事務費･認諦漬･人'積

内 容
県庁にて調査

年月 日 R4年4月4日 金額 2,590円

目的 県庁にて5月の臨時議会に向けた議員総会に参加するため

ｲ古捺
隆些

交通費㈱l1駅→静岡駅東海道新幹線）
■ 仁B L，" ”ユ＆

政務活動.

県政との

関連性

静岡県議会5月臨時議会に関する議員総会が行われた。

<領収識鮒枠＞

領
腺
鮓
郷
金

収

欝嘩日
pt

室
皀

2022．－4．－4
￥1 ，730(消費鱸”）

上記金調確かに領収いたしました

照A商品 JR蕊車券餌 JR t ickets

職&職蝋
MIjIIM

MIjllM抑MV榊7 60167-01

様

誰吟垂…JT鶴寺仏脳攻
政務活動費支出客過額(a×り

2,590円

1／1

1帥％ 2,590円



＝＝＝=＝=＝＝＝＝＝＝＝＝＝可

3-15-4-8 1

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・小沼秀朗）

｜
倉吉IhT幸･△垂/-， キッチデノ些該を/L、 1 7飴諏拝舌11菫寺LIl霜r向Y1-､、

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

轄需-言

経費項目 錘珊修費…費識瀞繍娠会議費資料鰄費鮮陶驍蘂費…蝿
内 容

県庁にて令和3年度議会資料の整理

年月 日 令和4年4月12日 金額 1,410円

目的 令和3年度分､議会資料整理するため

使途 交通費(静岡→･粋リ東名高速道路代》

』堅4万1口割一

県政との

関連性 ’ 令和4年度を迎え、令和3年度県政をまとめた。
く領収書貼付枠＞

1

1 ご利用ありがとうございます.

三軒
NEX仁□

中日本

料金所では一旦停車してください.

令頁 叫又善

1 料金所掛川

i お問合わせは．中日本お客さまセンター
フリーダイヤル0120-922-229

上記番号をご使用に放れないお客さまは
TEL O52-223－0333(有料）

， 22年4月12日18時05分

車種普通

－

通行料金 ¥1 , 410-

(現金）

一入ロ料金所一静岡

通行料金は､消畳税率10%対象です．

中日本高速道路株式会社

愛知県名古屋市中区錦2-18-19

､ 取扱番号204-01251732-00

■

1,410円

1／1

100％ 1,410円



様式第1－1号

1

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議･小沼秀朗）

専振興課と静岡県の茶霊與

金月T 獄ﾉ｣l

合わせは､中日本お客さまセンタ
ーダイヤル0120-922-

;己番号をご使用になれないお客さ
L O52-223－0333(

生4日13R188#Z

Ｚ
．
ｆ

目
八
Ｕ
雨

亭
値

U－9ZZ

hないお壱

－033目

ヤ

｜

’昌
載

41 【】

通行料金 ¥770

（現金）

入口料金所一吉田

通行料金は.消畳税率10%対象です｡

中日本商涼這騏携式会社

愛知県名古屋市中区錦2-18-19

取扱番号204-01541829-OC

‐
‐
，
‐
，
１
１
‐
！
‐
‐
‐
‐
一
，

一人u科重閉一御川

通行料金は､消費税率10%対象です.

中日本商速道路様式会社

愛知県名古屋市中区錦2-18-19

取扱番号208－00011021-0C

■

轄琿番号

経費項目 #･研修費･画諏熱費･霊調靜穂積･簔鍛･資紺癖･資*膳入費。 事溌潰･零潰･人脚賓

内 容 県庁にて調査

年月 日 R4年4月13日 金額 2,180円

目的 お茶振興課との意見交換する為。

使途

交通費脚II→静岡韓高速道路）

交通費（吉田→抑' ｜ 東名高速道路）

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額い）

2,180円

案分率(b)

1”％

政務活動費支出額(a×b)

2,180円



様式第1－1号

整理番号 1 3－15-4-10

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・小沼秀朗）

経費項目 ⑳研修費｡膨礪嘩畷･霊繍鰐羅潰会議費舞M繍潰攪料購入費肇霧費蕊溺資人件費
内 容 野球場候補地及び防潮堤視察

年月 日 R4年4月15日 金額 1,050円

目的
浜松市の篠原地区野球場候補地と防潮堤を視察する為

使途

政務活動。

交通費("ll →浜松東名高速道踊

関連性

視察した。

く領収書貼付枠＞

l ご利用ありがとうございます。
I

輔票『。
！ 料金所では一旦停車してください．

令頁 叫又書

｜ 料金所 浜松西
｜お問合わせは､中日本お客さまｾﾝﾀｰ
， フリーダイヤル0120－922－229
; 上記番号をご使用になれないお客さまは

I TEL O52-223－0333(有料）

' 22年4月15日 9時34分
車種普通

通行料金 ¥1 , 050-

｜ （現金）

-入口料金所一掛川

通行料金は､消費税率10%対象です．

中日本高速道路株式会社

愛知県名古屋市中区錦2-18-19

取扱番号204－00440913－00
I ■■■

痙刀Uノ壁幽

全て政務活動にかかる

ものである

損俶又書金額(a)

1,050円

ｲ彰>率(b)

1／1

100％

政務活直認星へｰ…、ｰ"､ピノ

1,050円



様式第1－1号

整理番号 ’ 8－15－4－11

書支出証拠

(会派名・議員氏名 自民改革会議･小沼秀朗）

収書

ihp+ｸ0!HH ZUZ;". -4． 18
0（消費、

z、－4.1

閥 ￥1 ，730(潅
恩金彌腱力､に領唄11たしまL

M JR粟車券霞 JR

熱牒磯
鷺A商母

雛
’岡馴

§岡MⅣ

経費項目 鰯･研修讃･広聴広轤･霊調篇鬮償‘会譲･鮮卿庸蹟･群騰磯･肇議潰･諦潰･人件費
内 容 県庁にて調査

年月 日 令和4年4月18日 金額 3,460円

目的 県庁にて5月の臨時議会に向けた議員総会に参加するため。

使途

関連性

静岡県議会5月臨時議会に関する議員総会が行われた。

＜領収書貼付枠＞

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

3,460円

仁
と
ゲ ;分率(b)

100％

政務活動費支出額(=b)

3,460円



様式第1－1号

~5=I百三Z=E1

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・小沼秀朗）

中突新癖工事と環境間窓

須収害貼付下

金朗静岡

合わせは、中日本お客さまセン

ーダイヤル0120-922

E番号をご使用になれないお壱

L O52-223-0332

年4日ク7R10H¥

通行料金 ￥1 ， 410

（現金）

入口料金所一掛川

園行料金は、消費税卒10％対象です．

中日本高速道路株式会社

愛知県名古屋市中区錦2－18－19

町堀番号210－OO400957－0C
1

■ﾛI

轄理番号

経費項目 …曇醗広鑑｡謡熊誕鑛､舎議費･鐸朧鍛･鮮膨噴・事務費･義瀞漬･人件費

内 容 県庁にて調査 ‘

年月 日 R4年4月27日 金額 1,410円

目的 くらし環境部とリニア中央新幹線の意見交換をするため。

使途 交通費脚II 二静岡東名高迩首路）

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

収書金そ 1(a)

1,410円

案分率(b)

100％

政務活藪貴支出額(a×b) .

1,410円



様式第1－1号

轄理番号 3-15-4-13

書支出証拠

議員氏宅 麺〃」官1F

T爾露瘍嵩原蒔芝届諏尼諏廩二忘悪ﾜ藷壼筧霊扇 訓

。 ＝

斗金F

馴合わ 平日

0

便氏

澪 且上 ゴ
〉
署

（現金ノ

ー入口料金所一清水

通行料金は､消受税率10%対忘

中日本高速道路株式会社

愛知県名古屋市中区緯2-18-

取扱番号210-00581252

ソ

DC

経費項目 慰研鑑･“識費･要諦艤轆鱸･会議費･齢w同績･資龍騰入費･事務費･事諦讃･人件費

内 容 御殿場高原時之栖営業部長とスポーツ誘致意見交換

年月 日 I陞年4月27日 金額 1,900円

使途
交通費齢岡→御殿場東名高速道路）

政拐沽到。

県政との

関連性

御…同j尿ﾛ守とｨ四ノハI，LLこツフノLJ-之プノッグ l,I -ーノVUL-"ノ

御殿場高原時之栖の加藤弘一営業部長と静岡県へのスポーツ誘致についての意見交換
をした、

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

飼侠書金額色）

1,900円

按分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出出額(a×b)

1,900円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・小沼秀朗）

籍鐸誇

経費項目 “研修費･広聴広報費･要藷祷需積･簔蓋費･鐸H鰔費･鮮陶費･事務費･謡銅漬･人件費

内 容 御殿場高原時之栖営業部長とスポーツ誘致意見交換

年月 日 R4年4月28日 金額 3,360円

目的
御殿場高原時之栖を例として静岡県へのスポーツ誘致意見交換の為

使途
交通費 ㈱鐸二静1町 鐵束鎚伺]函旦玲ノ

県政との

関連性 ’ 御殿場高原時之栖の加藤弘一営業部長と静岡県へのスポーツ誘致についての意見交換
をした：

I

ご利用ありがとうございます｡

’ ゴ軒鳴に。
料金所では一旦停車してください｡

I

U

l

’

令頁 LI又菩

料金所 掛ﾉ| ’
お問合わせは､中日本お客さまｾﾝﾀｰ
フリーダイヤル0120－922－229
上記番号をご使用になれないお客さまは

｢ TEL 052-223－033ﾖ(有料）
I

1

1
ｊ

‐

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

０

Ｉ

Ｉ

ト

ー

１

１

０

１

■

ｌ

Ｐ

０

‐

Ｉ

４

４

Ｉ

１

Ｉ

Ｉ

ｌ

‐

１

１

１

１

22年4月28日16時12分

車種普通

通行料金 ¥3, 360-

(現金）

一入口料金所一御殿場

通行料金は､消費税率10%対象です｡

中日本高速道路株式会社

愛知県名古厘市中区錦2-18-19

取扱番号204-01161456-00
■

j""ﾉ埋出

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

3,360円

斗異 K(b)

1．／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,36〔)円



様式第1－1号

…

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・小沼秀朗）

轄雫言

経費項目鰯研修費･蝿蕊･勇諌儲穂積 ･会誇･齢｜癖･鮮朧ｽ費･事鴬漬･藷翻漬･人件費

内 容 御殿場高原時之栖営業部長とスポーツ誘致意見交換

年月 日 R4年4月28日 金額 3,360円

目的
11月J"誕勿｢戸]脚､卜吋哩1画'空l7UGL〆L日才I llu｣クTく‐ ‐v･ﾉ／、ﾉJ， ノロ乃蓼x』冒､’正』ニメ､1夫v･ﾉｲ雨

使途 父ﾕ里賀噸｣駁歸マォ多卜Iソ ・宋頷同]墨]旦酷ゾ

昼｡力1口…

県政との

関連性 ’
"1円J"翼勿lpJ綱、肺､」砦lロノ〆、 l ｰu一ノノノーー／／ｰ 1 1，－一v ミロレィー

御殿場高原時之栖の加露ムー営業部長と静岡県へのスポーツ誘致についての意見交換

をした。 ’

‐
１
日
ｌ
‐
ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
７
ｌ
ｌ
ト
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１
１
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↓
１
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Ｉ
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ご利用ありがとうございます｡

ダッ窯E旦
料金所では一旦停車してください｡

令頁 叫又讐

料金所掛川
お問合わせは､中日本お客さまｾンター
フリーーダイヤル0120=922-229

卜顎番号をご使用になれないお客さまは
TEL O52-223-0333(有料〉

2 2年4月28日16時12分

車種普通

通行料金 ¥3, 360-

(現金）

一入口料金所一御殿堀

通行料金は､消費税率10%対象です。

中日本高速道路株式会社

愛知県名古屋市中区錦2－18－19

取扱番号204-01161456-00

■

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

3,360円

』メノJ十kUノ

1／1

100％

唾4万1口割貢茎山餌kuハUノ

3,360円



様式第1－4号

謹里番号 ’ 3－15－4－15

支出調処書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名 自民改革会議・小沼秀朗 ）【 4月分】

く領収書貼付枠＞

区分 前回給油願収害貼付分)A 今回(直近の)給油B 総君子距離C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円） ×君丁"tGKm)

※領収書による充当方式

.積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行距離(皿）／総走行距離(上記c) (m)
、奉当鴫匿圭IIS1Fルス窒令．令百uV雲今箱（円） ×売当限庶割合

走行賎#(k

m)

積算方法※ 充当額（円）

” 18円× 926km 16,668円

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名小沼秀朗

按分の理由

全て政務活動にかかるもの

である

領収書金額(a)

16,668円

按分率(b)

1／1

100％

埋4河口割蕊辛山餌、q"、Uノ

16,668円



月 日 内 容 行程 濁丁I"(km)

1

4月1日 茶業青年部との茶業振興意見交換 評
診

-JA茶麹干修セ 9

4月2日 大須賀地区まちづくり協議会と県政意見交換 事滴7『 〈二〉大須賀支所 28

睦浜地区まちづくり協議会と県政意見交換 事務所〈ニウ睦浜防災セン

ター

28

4月5日 ヨバゲ 凸"I，己 曹夕 F■一日や一一 ケ■ ログ9－~ー ■･一夕 一 一一
手刀カノノI ， J ロエユグ1，不JツU J＝ｰ

ンター

9

4月7日 大坂地区まちづくり協議会との県政意見交換 事務所今大坂コミユニ

テイセンター

28

4月9日 土方地区まちづくり協議会との県政意見交換 事務所侍大東北公民館 20

4月10日 萩間区との県政意見交換 事務所骨萩間公会堂 26

4月11日
18

4月12日 令和3年度議会資料の整理 事務所一県庁 106

11 !

4月13日 お茶振興課との茶業振興意見交換 事務所今県庁 106

4月14日 大須賀第一地区との県政意見交換 事務所〈=〉大須賀支所 28

4月15日 篠原地区野球場候補地と防潮堤の視察 事務所今

園篠原地区

遠州灘海浜公 70

4月16日 日坂地区まちづくり協議会との県政意見交換 事務所今日坂小学習セ

ンター

16

4月17日 下土方区との県政意見交換 事務所今大東北公民館 20

4月19日 市内茶商様との茶業振興のための県政意見交換 事務所等佐々木製茶 10

4月20日 広聴広報課と県政意見交換 事務所今県庁 106

4月22日 領家区と県政意見交換 事務所今領家第二公会

堂

9

4月23日 桜木ゆうゆう会と県政意見交換 事務所今桜木ホール 10

4月24日 秋葉路区と県政意見交換 事務所今秋葉路公会堂 8

4月26日 東山茶業組合との県政意見交換 今東山茶業組合 24

4月27日 広聴広報課と県政意見交換 事務所→県庁 53

4月27日 御殿場時之栖営業部長とのスポーツ誘致意見交換 県庁＝ウ御殿場時之栖 7q
du

4月28日 御殿場時之栖営業部長とのスポーツ誘致意見交換 御殿場時之栖→事務所 121

合 計 926



様式第1－1号
=FI

書支出証拠

毫会藷ﾘ蕗・議員氏堰

領Ⅱ又書貝剖寸下

■

整理； F号

経費項目 藤溜暇費研舞§･懲 ･霧調靜瀧謄･会議費･資料{罐･資料購入費･藷鍛･義嬬漬･人jz"

内 容 県政報告書郵送費 V｡l. (+

年月 日 R4年4月18日 金額 840円

目的
県政に関する情報等を広く県民に広報する

使途
〃1，＝T降目冒司4－具

政務活動．

県政との

関連性

県議会、県政に関する情報を広く県民に伝える広報活動。

おHY扱日 ｜ 店番 取扱誉号

〕4-04-1823241 A93190014

取扱店吻ケガワシモマタ

払込口座pO180-3 901196
l全ヵ冑I 坐O（ 料金1 ＊【‐

]…｡H3H ,0''9･
日本郵伊韓式会社

=FFF門寵儒

砥官又1リ示

払込みの証拠と
なるものです力・
ら大切に保存L
て下さい。
料金には、消賓
税等が含まれて
います。
（ゆうちよ銀行）

ﾁ番号 ＊***＊ ＊**－

スマホ決済アブ・リ ゆうちよPay
。座直結だから事前チャージ不専！

1女刀Uノ壁ロコ

全て政務活動にかかる

ものである

筆Ihｱ垂全館ｲal

840円

按分率(b)

1／1

100％

政憩話動費支出額(a×剛

840円


